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謀
れ
る
植
民
政

策

の

崎

形

児

慶

長

役

以

後

琉

球
の

(
玉
)本

美

越

山

乃

慶
長
役
以
後
島
沖
氏
は
琉
球
の
内
治
外
交
上
に
賞
然
容
明
L
得
る
機
利
を
得
た
縛
め
に
、
王
位
の
鍛
承
に
付
て

も
亦
畿
言
備
を
有
し
、
若
L
男
嗣
子
無
げ
れ
ば
佐
敷
の
王
子
を
し
て
位
を
絡
が

L
む
〈
し
ぜ
の
命
を
向
寧
仁
侍
へ

た
所
か
ら
、
元
和
七
年
(
西
暦
一
六
二
一
年
)
術
一
冗
の
孫
術
豊
迎
へ
ら
れ
て
王
位
を
刷
「
こ
吉
、
な
っ
た
、
此
の
時

以
後
王
位
の
継
承
ゐ
る
毎
に
琉
球
王
は
日
支
雨
闘
に
使
者
を
遣
は
し
、
卸
も
日
本
に
劃
し
て
は
王
位
継
承
の
謝
恩

使
を
、
叉
支
那
に
謝
し
て
は
琉
球
圏
中
山
王
の
冊
封
を
諦
ふ
請
封
使
を
迭
h
，
、
爾
来
明
治
の
初
年
に
重
品
迄
二
百

数
十
年
間
表
面
上
は
我
が
岡

ω植
民
的
保
護
地
ご
し
て
直
接
薩
勝
の
監
督

ω下
に
設
か
れ

L
も
、
裏
面
仁
於
て
は

矢
張
-hJ

支
那
の
冊
封
を
受
け
、
政
治
的
に
は
我
が
闘
に
従
属
し
、
経
糖
的

ιは
支
那
に
依
属
す
る
正
云
ふ
が
如
〈

に
、
巧
み
に
日
支
雨
嵐
の
閥
係
を
持
縦
し
来
っ
た
、
比
〈
し
て
倫
豊
も
卸
位
の
翌
年
使
者
を
我
が
困
に
送
り
て
嗣

位
の
恩
を
謝

L
・
更
に
翌
九
年
に
は
進
貢
伎
を
支
那
に
遣
は

Lτ
貢
物
を
献
じ
、
冊
封
を
請
ム
ピ
共
に
二
年
一
貫

の
油
田
制
に
復
せ
ん
こ
ご
を
以

τし
た
、
併
し
明
闘
に
於
て
は
慶
長
役
以
後
日
倫
け
浅
〈
暫
〈
民
カ
休
養
の
必
要
あ

る
べ
し
Z
の
理
由
の
下
に
、
漸
〈
五
年
一
貫

ω制
を
許
し
た
が
、
之
を
以

τは
朋
ピ
の
貿
u
剖
を
頗
る
重
要
視
し
つ

躍

苑

4二

模
れ
る
植
民
政
銃
自
崎
形
見
・
琉
嘩
白
慶
長
役
以
後

第
二
十
四
魯

五
七

第
= 
揖

-、'

j ・.. 
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謀
れ
る
植
民
政
策
の
崎
形
見
・
琉
球
目
慶
長
役
以
後

第
二
十
四
巻

凡

五
七

第

捜

λ
あ
る
薩
単
に
到
底
州
足
を
奥
ふ
る
こ
ど
を
得
F
る
よ
h
・
寛
氷
十
年
明
主
の
冊
封
に
劃
し
て
謝
恩
の
使
節
を
迭

る
仁
嘗
・
9
・
特
に
命
を
仰
へ

τ進
貢
を
醤
仁
復
せ
ん
-
』
子
宮
請
は
し
め
た
、
其

ω結
川
荒
迭
に
一
一
一
年
剛
貢
り
制
に
復

す
る
こ
吉
、
な
b
、
琉
球
は
回
よ
b
薩
摩
も
之
に
依
h
て
漸
〈
貿
易
の
利
盆
を
牧
め
ん
正
す
品
目
的
を
遣
す
る
こ

zee得
た
、
此
り
大
任
に
嘗
ム
リ
し
者
は
向
鶴
齢
及
曲
目
挫
山
二
人
で
あ
っ
た
が
、
嘗
時
琉
球
王
の
茶
墜
に
雨
時
へ
た
親

書
に
依
る
も
、
如
何
に
此

ω問
題
を
薩
胤
に
謝
す
る
関
係
上
霊
大
規

L
て
居
っ
た
か
ご
云
ふ
事
が
分
る
、
業
の
書

に
臼
〈
、

(
前
崎
)
「
此
闘
(
琉
球
)
は
唐
之
往
来

ω故
.
今
分
に
仕
居
候
蕗

御
闘
本
(
際
摩
)
J
o
御
用
之
儀
不
透
候
而
者

無
詮
依
保
.
我
等
始
諸
山
下
に
歪
迄
心
治
千
宮
内
蝕
申
計
候
僚
、
乍
重
言
吋
入
念
事
可
鋳
肝
要
候
」
(
下
時
)
。

正
、
卸
ち
其

ω意
は
、
琉
球
げ
か
庇
ご
従
来
し
貿
易
す
る
の
放
を
以
て
其

ω慮
分
も
今
分
の
判
何
度
で
糖
ん

rも
の
で

あ
る
、
故
に
薩
勝
の
用
を
注
せ

F
る
よ
♂
ヲ
で
は
賞
に
困
る
、
我
等
一
同
此
的
事
を
心
附

L
居
る
を
以
て
充
分
説
カ

ゐ
b
h
ι
L
Z
の
事
で
あ
る
、
克
に
又
仙
の
親
書
中
に
は
、

(
前
略
)
「
球
図
岩
唐
之
御
風
情
に
て
、
彼
是
今
分
に
相
調
候
、
我
禁
中
唐
人
之
箆
可
然
様
に
、
就
中
御
岡
本
之

御
奉
公
能
成
総
に
、
被
旭
川
慮
肝
要
に
候
・
」
(
下
時
)
。

さ
の
る
、
之
台
以
て
翻
る
も
慶
長
役
以
後
琉
球
は
円
支
阿
国
聞
に
介
存

Lτ
双
方
に
隷
胤
関
係
を
維
持
せ
ん
が
錫

め
に
、

一
方
な
ら

5
る
苦
心
を
局
し
た
も
の
で
あ
る
ピ
云
ふ
ニ
E
M
r
分
る
、
尤
も
薩
摩

ω政
治
家
中
に
は
此

ω日
『沖縄一千年虫』四ニO頁。

『坤細一千年史』四三一頁。2) 
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支
隔
国
閣
の
閥
係
を
喜
ば
宇
し
て
、
之
を
底
乗
せ

L
め
ん
芭
試
み
た
る
者
も
無
い
で
は
な
か
っ
た
‘
例
へ
ば
島
棒
地

久
の
如
き
は
其
の
一
人
で
め
っ
て
、
彼
は
共
の
意
を
幕
府
に
通
じ
た
る
こ
ご
が
ゐ
る
が
、
幕
府
の
方
針
ご
し
て
は

成
る
吋
〈
外
忠
を
避
り
ん
ご
の
主
旨
よ
h
、
明
闘
滅
巳
の
際
に
も
叉
清
の
世
風
の
琉
球
に
使
臣
を
遣
は
し
た
る
際

に
も
、
薩
摩
に
於
て
は
之
を
機
曾
に
琉
球
場
智
我
が
周
に
専
属
せ

L
め
ん
ご
す
る
計
査
を
樹

τた
の
で
あ
る
が
、
常

に
幕
府

ω容
る
、
一
腕
正
な
ら
守
し
て
、
扇
風
閥
係
が
永
〈
存
綴
L
た
の
で
あ
る
、
而
し
て
薩
摩
琉
球
間
り
an
務
を

蕗
理
せ
し
む
る
が
勉
め
に
は
、
琉
球
に
は
薩
摩
よ
・
9
波
遺
せ
ら
れ
た
る
在
番
奉
行
な
る
者
が
三
年
交
代
の
任
期
を

以

τ那
叫
問
に
駐
在
し
、
叉
琉
球
よ
ら
は
鹿
児
島
に
琉
球
官
な
る
者
を
置
き
、
初
め
は
三
司
官
の
一
人
を
駐
在
せ
し

め
た
も
の
で
あ
る
が
、
後
に
は
紫
巾
官
を
探
遣
し

τ其
の
事
務
を
掌
ら
し
め
た
。

向
豊
は
位
に
在
る
こ
正
二
十
年
、
寛
永
十
七
年
五
「
一
歳
を
以
て
逝
い
た
が
、
生
家
皐
を
好
み
諸
事
に
通
じ
殊

に
産
業
の
奨
胤
仁
共
的
意
を
用
ゐ
花
、
今
日
に
至
る
迄
琉
球
唯
一
の
産
業
己
都
せ
ら
る
、
製
糖
業
及
び
共
の
雅
趣

に
於

τ猫
特
り
妙
味
を
有
せ
る
陶
業
の
如
き
も
、
会
〈
術
豊
り
時
代
に
後
進
し
た
も
の
で
あ
る
。

琉
球
に
於
て
も
亦
他
闘
に
於
り
る
ご
同
じ
〈
農
業
は
港
〈
古
代
よ
h
一
行
は
れ
、
其
の
作
物
の
如
き
も
米
・
多
・

東
-
黍
・
荻
等
を
産

L
た
こ
ピ
は
古
書
記
録
に
見
へ

τ居
る
が
、
如
何
せ
ん
園
内
に
織
を
産
せ
ぎ
る
さ
交
通
の
不

使
な
b
し
よ
h
、
完
全
ぽ
る
農
具
の
存
し
な
か
っ
た
規
め
に
、
支
那
及
び
我
が
闘
t
交
通
し
て
織
を
輪
入
す
る
に

至
&
迄
ほ
、
共
の
品
目
迭
も
頗
る
溢
々
た
る
も
の
で
ゐ
っ
た
、
従
て
琉
球

ω
農
業
上
に
多
少
注
目
す
べ
き
事
貨
の
現

話

苑

五
セ
三

謀
れ
る
楠
民
政
策

ω崎
揖
見
・
琉
球

ω
鹿
長
役
以
後

第

揖

九

第
二
十
四
巷
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苑

豆
七
回

謀
れ
る
掠
民
政
舗
の
崎
形
見
・
琉
掠
由
慶
長
俊
以
後

第
二
十
四
巷

節
三
観

H
M

れ
富
市
っ
た
の
は
、
中
奥
の
明
者
芭
呼
ば
る
、
倫
異
の
頃
mr

ら
で
あ
る
古
都
し

τ可
ぃ
、
倫
異
の
時
に
歪
h
田
畑

の
境
易
を
明
hr
に
し
・
瀦
紙
排
水
の
便
L
Z
計・
9
、
貢
租
的
制
を
定
む
る
等
農
業
上
の
施
設
に
大
に
力
企
周
ひ
、
英

ゆ
子
術
清
叉
父
の
品
悼
を
承
り

τ諸
般
の
改
良
を
錯
し
、
米
・
姿
・
粟
・
稜
・
荻
等
の
主
作
物
以
外
に
競
楽
・
芭
蕉
・
甘
薦

等
の
如
き
も
阪
に
此
の
時
代
よ
h
栽
培
せ
ら
れ
た
が
、
未
H
h
甘
議
よ
b
砂
糖
を
製
す
る
方
訟
を
知
ら

g
pり
L
よ

h

ッ
、
初
め
は
寧
に
晴
好
物

t
し

τ需
要
せ
ら
れ
た
に
過
ぎ
ぬ
、
次
で
術
寧

ω時
に
至
b
甘
諸
渡
来
し
、
倫
豊
的
時

仁
及
ん
で
甘
厳
を
原
料
Z
す
る
製
糠
業
起
b
，
、
此
〈
し
て
琉
球
の
農
業
は
諮
に
一
新
紀
元
を
開
〈
仁
至
っ
た
。

現
今
ご
離
も
琉
球
島
民
の
主
食
物
は
甘
藷
で
あ
h
・
叉
共
の
主
た
る
産
業
は
製
糖
業
で
あ
る
が
、
是
等

ω
二
大

農
産
物
は
金
〈
術
事
及
び
倫
豊
の
時
代
よ
り
今
日
に
侍
は
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
・
比
の
駄
に
於
工
も
繭
玉
の
治
世

は
琉
球
の
産
業
史
上
に
永
〈
記
臆
せ
ら
る
べ
き
も
の
が
あ
る
、
甘
諸
問
は
慶
長
十
年
(
西
岡
田
一
六

O
五
年
}
卸
も
術
事

の
時
に
野
図
飽
管
(
中
頭
郡
野
園
の
人
に
し

τ絢
管
な
る
職
仁
在
b
L
よ
h
此
〈
呼
ば
る
)
な
る
者
支
那
編
州
よ
・
9

藷
商
を
鉢
植
正
し
て
携
へ
曲
師
b
、
琉
球
産
業
の
一
大
恩
人
£
稀
せ
色
る
、
儀
川
異
常
等
正
之
が
繁
殖
を
計
。
、
蛍

初
は
田
中
に
補
吻
的
食
料
品
ご
し
て
用
ひ
ら
れ
た
る
も
、
次
第
に
英
の
栽
培
法
に
改
良
を
加
へ
、
遂
に
今
日
は
琉
球

島
民
の
主
要
食
物
Z
な
る
に
至
っ
た
、
(
睦
)
又
甘
薦
よ
・
9
黒
絡
を
製
す
る
事
業
は
、
向
豊

ω時
代
に
初
め
て
起
れ

る
も
の
で
め
っ
て
、
卸
も
前
越
の
儀
問
異
常
が
元
和
九
年
(
西
暦
ヱ
ハ
二
三
年
)
に
進
貢
舶
の
支
那
に
赴
〈
時
、
自

領
儀
関
村
の
人
を
支
那
一
服
州
に
遣
は

Lτ
黒
糖
の
製
法
を
事
ば
し
め
、
最
初
は
自
己
凶
邸
内
に
於

τ
製
品
起
を
試

.‘、.
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み
恥
其
の
成
績
臥
る
良
好
な
・
9
し
ょ
h
庚
(
之

-e奨
励
L
た
る
結
果
、
設
に
琉
球
の
主
要
な
る
産
業
正
な
る
に
至

っ
た
も
の
で
ゐ
品
。

(
鮭
)

血
刷
封
値
李
鵬
元
町
琉
球
に
於
け
る
甘
藷
の
徳
を
碩

L
た
る
朱
薯
舗
な
る
も
白
世
.
個
々
甘
藷
と
琉
球
人
の
日
常
の
生
活
般
理
由
脚
蝉
聖
観
よ

助
け

k
t
る
も
の
が
あ
る
、

H
t、

不
需
天
棒
、
不
費
人
工
、
能
守
図
書
也
.
不
争
肥
援
、
能
守
誕
者
也
。
無
根
而
生
、
久
不
枯
萎
.
前
守
気
者
也
。

E
駿
A

登
、
民
食
草
木
之
寅
離

脱
、
今
朗
代
五
殿
、
能
助
仁
者
也
。
可
以
粉
可
以
儒
酒
、
可
祭
可
賀
、
能
地
踏
者
也
。
建
業
皆
無
可
葉
、
其
直
接
胸
、
畠
毎
能
、
能
助
倹
者
也
。

書
室
食
之
、
不
息
喧
、
前
養
老
者
也
。
止
輩
稽
崎
、
随
磁
助
者
也
@
下
逮
鋳
犬
、
情
及
物
者
也
。
↓
耳
L

、々

寛
永

f
人
年
(
西
暦
ヱ
ハ
四
一
年
)
倫
豊
ゆ
第
三
子
倫
賢
王
位
を
縫
ぎ
し
が
、
嘗
時
支
那
に
於
て
は
朋
の
勢
力
は

究
第
に
衰
へ
、
靖
代
っ
て
天
下
を
統
一
せ
ん

Z
L
っ
、
あ

h
L時
代
な
る
を
以
て
、

正
保
元
年
前
賢
は
使
臣
を
明

に
遣
は
し
、
進
貢
Z
共
に
襲
封
の
事
を
諦
ひ
し
も
、
明
は
木
村
い
其
の
使
節
を
透
る
に
至
ら
宇

L
τ
C
ん

r、
同
年

向
賢
は
又
使
省
を
我
が
岡
仁
遣
は
L
、
方
物
を
献
じ
嗣
位
の
恩
を
謝
せ
L
め
た
が
、
同
四
年
在
位
僅
に
七
年
に

L

て
早
世
し
た
寸
錦
め
に
、
支
那
の
冊
封
は
終
に
之
を
受
〈
る
機
曾
な
f
L
て
止
む

r。

術
賢
嗣
矛
な
か

h
Lを
以

τ鹿
安
元
牛
(
西
暦
一
六
四
八
年
〕
弟
術
質
王
位
を
継
ぎ
、
翌
年
例
に
よ
っ
て
我
が
図

仁
謝
恩
使
b
l送
っ
た
、
寛
文
三
年
清
の
塾
組
は
明
の
例
に
徽
ひ
使
臣
を
遣
は

L
、
品
同
質
を
封
じ
て
琉
球
回
中
山
王

でヲ一一--.

Z
な
し
た
が
、
之
よ
b
先
き
術
質
は
使
者
を
清
闘
に
遣
は
し
、
方
物
を
献
じ
冊
封
を
請
ふ
た
骨
岬
め
に
、
明
暦
一
苅
年

清
主
使
臣

hz琉
球
に
詮
ら
ん
正
す
る
の
意
ゐ
る
を
聞
り
る
薩
務
に
於
て
は
重
臣
を
曾
し
て
、
琉
球
は
古
来
薩
摩
の

苑

詑

謀
れ
る
植
民
政
策
回
一
時
形
見
・
疏
球
的
鹿
長
役
以
後

第
二
十
四
巻

五
七
五

第
三
掛

『琉球』第=鋼、軍同頁陛下。

『琉まま&鹿鬼島』三二頁叫下。

『坤縄一千停車』五一頁以下。

『坤細ー千年史』五一五頁。2) 
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説

苑

第
二
十
四
を

E
t
土

第

貌

ーー[ 

訣
れ
る
髄
民
地
舗
の
崎
形
見
・
琉
球
申
鹿
長
役
以
後

附
庸
た
る
に
今
縫
鞠
の
銭
的
に
其
的
一
制
度
を
改
め
衣
冠
を
幾
守
る
が
如
き
こ
ご
あ
ら
ば
、
脅
に
薩
刷
用
の
祉
一
辱
花
る

の
み
な
ら
令
、
我
が
闘
健
に
闘
す
る
大
問
題
で
あ
る
E
の
議
を
緩
め
、

之
を
務
侯
光
久
に
進
言
し
た
、
蛍
附
薩
藩

に
於

τは
琉
球

ω姑
息
な
る
雨
風
主
義
を
喜
ば
す
、
明
朝
の
む
ぷ
る
ご
共
に
之
を
我
が
聞
に
専
嵐
せ
し
め
ん
ご
す

る
意
見
の
ゐ
乃
花
事
は
、
阪
仁
前
に
も
一
言
し
て
置
い
た
所
で
あ
る
が
、
光
久
は
此
山
藩
議
を
幕
府
に
通
じ
て
指

闘
を
仰
い
に
、
然
る
に
幕
府
の
意
見
ご
し
て
は
今
其
の
関
係
を
絶
た
し
む
る
こ
正
、
せ
ば
、
必
中
患
を
後
日
に
残

す
で
あ
ら
う
、
故
に
靖
国

ω使
者
の
琉
球
に
来
る
」
古
は
敢
て
之
を
桓
む
に
及
ば
ぬ
、
宜
し
〈
琉
球
を
し
て
清
岡

の
命
を
聴
か
し
む
べ
〈
、
其
の
他
の
事
柄
に
付

τは
務
主
自
ら
適
宜
に
之
を
取
計
ら
う
様
に
ご
り
事
で
あ
っ
た
、

是
に
由
b
て
腕
れ
応
、
幕
府
の
意
向
ご
し
て
は
成
る
ぺ
〈
清
凶
古
事
を
構
ふ
る
噂
』
正
を
避
り
、
琉
支
の
交
通
を
自

尚
に
し
て
琉
球
が
寧
ろ
之
に
依
b
て
利
す
る
所
あ
ら
ん
こ
子
炉
-
望
む
で
居
っ
た
、
蓋
し
琉
球
の
受
〈
る
利
盆
は
磁

て
薩
摩
卸
も
我
が
闘
の
利
益
仁
鯖
す
ぺ
き
を
信
じ
た
か
ら
で
あ
ら
う
、
幕
府
の
意
向
此
の
如
(
な
り
し
を
以
て
、

其
の
後
隆
雄
に
於

τは
冠
船
奉
行
な
る
者
を
置
い

τ、
冊
封
使
来
航
の
際
に
は
琉
支
の
関
係
を
監
鵡
せ
し
む
る
ニ

吉
、
な
っ
た
。

倫
質
の
治
世
中
に
於
1
特
筆
す
べ
き
一
事
件
は
、
従
来
琉
球
に
は
純
然
た
る
腰
史
存
せ
ざ
b
し
よ
り
、
高
官
等

に
命
じ
て
正
史
「
中
山
世
鑑
」
を
編
修
せ
し
め
た
る
事
で
あ
る
、
嘗
時
専
ら
其
の
衝
に
営
っ
た
の
は
有
名
な
る
弱
地

朝
秀
却
も
向
象
貸
で
ゐ
つ
花
、
慶
長
役
以
前
の
琉
球
的
文
献
は
同
役
の
際
多
〈
は
矯
失
又
は
散
逸
し
た
る
錦
め
、

-、
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朝
秀
は
展
代
の
事
践
を
或
は
父
老
に
悶
ひ
、
或
は
古
典
に
考
へ
、
慶
安
一
二
年
・
(
西
暦
一
六
五

O
年
)
に
始
め
て
和
文

h
T
以

τ琉
球
史
の
編
纂
を
成
就
し
た
の
で
あ
る
、
向
象
賢
は
琉
球

ω産
め
る
人
傑

ω
一
人
で
あ
っ

c、
別
に
其
の

政
治
上
の
意
見
を
後
半
品
し
た
る
も
の
に
「
菊
地
按
司
仕
置
」
な
る
も
の
が
あ
る
、
夫
れ
仁
蟻
る
£
彼
は
親
日
主
義
者

の
一
人
で
、
慶
長
役
以
後
琉
球
の
民
心
は
攻
一
第
に
緊
張
争
敏
吉
、
動
も
す
れ
ば
酒
色
に
耽
h
安
逸
を
食
ら
ん
ご
す

る
の
風
ゐ
h
し
よ
hJ
、
之
が
矯
五
策
ご
し
て
諸
般
の
政
策
に
緊
縮
方
針
を
採
b
、
市
舵
惰
怠
慢
を
戒
め
勤
勉
努
力
の

美
風
を
養
成
せ
ん
こ
ご
に
カ
め
、
叉
嘗
昨
琉
球
人
間
に
は
薩
陛
に
謝
し
て
不
快
の
戚
を
抱
き
、

一
柿
の
反
抗
的
態

度
を
持
せ

L
者
少
か
ら

y
bし
に
、
彼
は
言
語
上
よ
h
日
琉
同
系
論
を
唱
へ
て
相
互
の
融
和
結
令
の
必
要
を
設
い

た
、
英
の
「
一
節
に
臼
〈
、
「
抑
制
惟
者
此
国
人
生
初
者
日
本
よ
り
縛
波
儀
疑
無
御
座
候
然
者
末
世
之
今
仁
天
地
山
川
五

形
五
倫
烏
獣
草
木
之
名
に
去
る
迄
皆
通
達
せ
り
雛
然
言
葉
の
品
川
相
達
者
逮
刷
之
上
久
齢
期
遁
融
制
加
絶
依
砲
五
穀
も
人

正
岡
附
日
本

4
b
錦
波
物
な
・
り
」
己
、
其
の
設
の
常
否
は
姑
〈
描
き
、
官
時
の
時
世
人
心
の
傾
向
に
反
し
て
親
日

主
義
を
主
駿
L
・
且
つ
其
の
基
礎
を
言
語
上
に
求
め
ん
ご
し
た
る
彼
の
識
見
ピ
け
は
之
を
認
め
r
d

る
を
待
な
い
、

要
す
る
に
倫
質
の
治
慨
は
賢
相
倫
z

亨
及
び
向
象
賢
等
の
輔
翼
宜
し
き
を
得
た
る
斜
め
に
、
治
輸
大
に
凪
ゆ
が
り
内
政

上
商
目
を
一
新
し
た
る
も
の
が
多
か
っ
た
。

寛
文
八
年
術
開
珂
の
曲
間
後
を
承
り
て
長
子
拘
川
貞
翌
九
年
(
商
勝
一
六
六
九
年
)
に
王
位
を
継
い
ピ
、
此
の
度
も
例
に

よ
り
同
十
一
年
我
が
闘
に
謝
恩
使
を
、
叉
天
和
二
年
仁
諦
封
伎
を
支
那
に
詮
っ
た
が
、
治
主
は
明
証
年
問
封
使

h
f
h

遣

第
二
十
四
巻

五
七
七

第
三
一
臨

事E

謀
れ
る
植
民
政
策

ω時
制
見
・
琉
誠
心
鹿
長
位
以
後

自t

『硫時』第孟動i.岡田頁。
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設

苑

謀
れ
る
柿
民
政
策
同
時
幅
見
・
琉
球
目
鹿
長
役
以
後

第
ニ
十
四
巻

五
七
八

第
三
韓

IDl 

は
し

τ術
貞
を
中
山
王
に
封

ι化
、
琉
球
の
史
家
は
倫
貞
を
歴
代
の
諸
王
中
明
君
の
一
人
に
数
へ

τ居
る
が
・
之

は
蓋
し
父
術
質
を
輔
り
て
弊
政
改
革

ω任
に
蛍
れ
る
術
亨
及
び
向
象
賢
等
が
叉
倫
貞
を
も
輔
佐
じ

τ、
専
ら
内
政

の
作
援
に
常
っ
た
か
ら
で
め
ら
う
、

例
へ
ば
行
政
極
劃
の
整
理
・
道
路
橋
梁
の
改
修
・
開
墾
事
業
の
奨
励
・
激
化
的
一

普
及
等
‘
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
彼
等
が
全
力
を
傾
注
し
て
飽
〈
其
の
大
任
を
兎
ふ
し
た
か
ら
で
ゐ
ら
う
芭
思
は
る

る
、
『
中
山
世
鑑
」
ご
共
に
琉
球
の
貴
重
な
る
史
料
で
あ
0
・
殊
に
王
家
正
支
那
正
の
関
係
を
詳
逃
せ
る
『
中
山
世

譜
』
の
如
h
d
も
倫
貞
の
時
代
に
完
成
せ
ら
れ
、
叉
初
め

τ系
闘
座
な
る
も
の
を
設
り
系
固
奉
行
を
置
き
諸
臣
の
家

請
を
編
修
廿
し
め

τ会
考
の
資
料
£
な
せ
る
が
如
語
、
修
臭
事
業
に
貢
献
せ
る
所
の
も
の
も
決
し

τ少
〈
な
か
っ

た
・
由
且
氷
六
年
倫
点
在
位
四
十
一
年
に

L
T放
し
、
翌
七
年
(
西
暦
一
七
一

O
年
)
嫡
孫
術
盆
伎
を
継
ぎ
、
例
い
し
ょ

h
て
我
が
困
じ
は
謝
恩
使
を
法
っ
た
が
、
在
位
儀
に
三
年
に

L
て
早
世
し
た
錦
め
に
支
那
の
冊
封
は
之
を
受
〈
る

に
至
ら
な
か
っ
た
ο

正
徳
三
年
(
西
暦
一
七
二
ニ
年
)
倫
盆
の
嫡
子
倫
敬
王
位
を
継
ぎ
、
翌
四
年
我
が
闘
に
は
謝
恩
使
を
、
又
享
保
一
一

年
に
は
支
那
に
諦
封
使
を
迭
つ

τ共
の
冊
封
を
受
付
た
、
慶
長
役
以
後
琉
球
に
は
幾
多
の
人
材
が
輩
出
し
た
が
、

殊
に
術
敬
の
時
に
は
名
護
護
人
の
稽
ゐ
る
枠
順
則
(
夙
に
支
那
に
遊
び
稗
朱
の
事
を
修
め

τ蹄・
9
、
串
識
徳
山
唱
を

以

τ
一
世
の
師
表
ご
仰
が
れ
、
正
徳
四
年
徳
川
幕
府
の
命
に
依
b
琉
球
関
岡
以
来
の
沿
革
・
職
制
・
服
制
・
地
理
・
産

物
等
を
調
査
し
た
る
場
合
に
も
其
の
任
に
蛍
h
、

我
が
闘
に
渡
来
し

τは
新
井
白
石
・
荻
生
但
徳
等
正
交
り
て
共

ー、.
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に
曲
中
事
を
論
議
L
、
其

ω箸
「
六
議
術
義
」
り
支
那
を
経
て
我
が
闘
に
仰
は
る
や
、
入
代
時
府
軍
吉
宗
は
深
(
之
を
愛

読
し
図
宇
に
誇
し
て
諸
務
に
頒
布
せ
し
め
た
、
此
の
他
に
彼
は
天
文
気
象
等
に
闘
す
る
『
指
凶
出
閣
議
』
な
る
著
述
を

も
な
し
た
て

琉
球
第
一
の
政
治
家
ピ
稼
せ
ら
る
、
奈
温
(
前
敬

ω在
位
中
三
司
官
ご
し
て
園
政
に
晶
君
奥
し
・
品
凪

育
・
産
業
・
土
木
・
治
水
其

ω他
諸
般
の
施
設
を
完
成
し
、
叉
日
支
附
属
政
治
に
付
て
も
巧
み
に
折
衝
の
任
に
嘗
b
、

加
ふ
る
に
劇
務
の
傍
ら
多
〈
の
著
越
を
な
し
て
政
治
・
道
徳
等
仁
閲
す
る
意
見
合
愛
表
し
、
就
中
英
の
著
「
御
数

保
』
に
於
て
は
琉
球
の
立
場
を
論
じ
て
周
民
に
締
ふ
所
を
知
ら
し
め
た
町
、
を
首
め
E
し
て
各
方
面
に
人
材
が
現
れ

た
、
例
へ
ば
媒
・
温
一
振
の
支
那
系
統
の
思
想
家
に
劃
抗
し
て
、
和
文
皐
者
百
し
て
其
の
思
想
を
代
表
せ
る
伊
蛇
官

朝
敏
(
支
那
系
統
の
薬
温
等
の
政
治
に
様
ら
4
y
L
て
時
の
政
府
を
攻
撃
し
た
柏
崎
め
に
、
同
志
ご
共
に
後
に
は
岡
山
申

犯
罪
者
ピ
し
て
極
刑
に
施
せ
ら
れ
た
て
純
文
皐
に
於
て
芙
の
名
を
成
せ
る
識
名
盛
命
令
思
出
事
』

ω著
者
)
、
高

信
ご
し
て
は
異
言
一
停
案
・
輝
帰
国
号
富
山
岸
・
活
量
、
劇
作
家
Z
し
て
葛
城
塑
県
、
其
の
他
音
楽
家
・
書
家
・
車
部
・
彫
刻

家
・
女
流
歌
人
等
夫
れ
件
、
一
家
を
成
せ
る
人
材
が
続
出
し
て
・

腕
が
め
っ
た
・
之
は
其
の
師
侍
た

b
L一
装
砲
の
輔
佐
宜
し
き
を
得
た
る
が
縛
め
で
も
あ
ら
う
が
、
叉
倫
敬
自
ら
も

御
敬
の
治
世
は
賓
に
琉
球
文
化
的
黄
金
時
代
の

皐

aee好
み
士
を
愛
し
政
治
に
励
精
し
花
結
巣
で
あ
ら
う
、
其
の
治
績
は
各
方
面
に
之
を
認
む
る
・
』
ご
が
出
来
る

が
、
「
沖
縄
一
千
年
史
」
の
著
者
が
『
球
陽
」
(
貴
重
な
る
編
年
健
り
琉
球
史
料
に
し
て
延
享
二
年
完
成
)
よ
h
引
用
せ

る
所
に
擦
れ
ば
、

苑

誌

謀
れ
る
植
民
政
策
由
時
蝉
見
・
琉
隷
D
慶
長
役
以
後

第
ニ
十
四
巻

五

t
九

第
三
揖

E 

『琉暗』第二鋼、二四頁及四λ貰以下。『掴俗琉球史』三二六百以干。

同上、四五百且下。 同上、三=丸頁以下。

『沖縄一千年史』四四凡頁a

岡上、五六八頁以下。
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詑

謀
れ
る
植
民
政
策
同
時
帰
見
・
琉
球
目
鹿
長
役
以
後

第
二
十
四
谷

古事

規

一
三
大

五

λ
0

苑

『
正
御
三
年

γ
は
三
司
官
の
職
務
分
擦
を
定
め
て
其
の
職
責
を
明
か
に
し
、
問
阿
年
市
出
仰
を
開
設
し
て
有
無
相

通
じ
・
:
享
保
一
冗
年
那
覇
地
を
波
採
し

τ船
舶

ω
出
入
碇
泊
に
使
に
し
、

且
つ
港
抑
保
誰
の
措
唱
を
定

め
、
岡
三
年
明
倫
堂

ω串
制
を
定
め
て
朝
刊
順
則
仁
命
C
て
之
を
静
岡
迎
ぜ

L
め
、
叉
資
金
を
給

t
て
製
紙
業
を
創

設
し
、
・
:
:
玉
城
制
業
に
命
じ
琉
球
劇
を
作
b
τ
岡
立
劇
場
の
鴨
矢
を
錦
し
、
同
七
年
総
横
目
を
設
付
て
風

紀
を
舵
察
矯
正
せ
し
め
、
同
九
年
修
史
事
業
を
起
し
、
薬
温
に
命
じ

τ忌
服
A
T
を
定
め
し
め
、
給
番
彫
刻
其
の

他

ω工
醤
を
奨
励
す
る
録
的
是
等
的
蕗
人
を
仕
籍
に
昇
格
せ

L
め
、
同
十
一
年
泌
紙
製
業
を
起
し
て
水
聞
を
盛

ん
な
ら
し
め
、
鍛
冶
職
を
奨
励
じ

τ良
器
・
馬
鐙
・
錨
轡
・
剃
万
等
を
製
作
せ
し
め
、
同
十
三
年
男
視
を
禁
止
し
、

且
つ
農
民
の
都
曾
集
中
を
禁
じ
、
岡
十
四
年
葬
躍
的
解
害
を
除
量
、
量
器
を
改
め
、
同
十
六
年
陶
磁
器

ω製
法

を
改
良
し
、
同
十
七
年
入
霊
山
を
開
拓
し
て
新
村
を
設
世
L
、
同
二
十
年
林
政
の
基
礎
を
定
め
、
農
制
の
刷
新

一一一一一一一-一一一ー

を
骨
岬
し
、
:
・
・
:
元
文
一
克
年
に
は
園
中
の
河
川
を
改
撃
し
・
備
荒
貯
蓄

ω制
を
定
め
、
各
間
切
に
欝
術
を
普
及

せ
L
め
、
同
四
年
に
は
漏
印
刷
を
改
正
L
た
」
一
五
々
・

t
、
以

τ共
の
一
叩
粧
を
窺
ふ
ニ
ピ
が
出
来
る
o

資
暦
元
年
向
敬
五
十
二
歳
を
以
T
前
田
し
、
翌
二
年
(
両
暦
一
七
五
二
年
)
嫡
子
前
穆
王
位
を
継
ぎ
・
同
年
我
が

固
に
は
謝
恩
使
を
又
同
四
年
仁
は
支
那
一
し
諦
封
使
を
迭
b
、
同
六
年
冊
剥
を
受
付
た
、
品
問
穆
的
治
世
は
先
王
の
琉

球
文
運

ω全
盛
時
代
の
品
目
を
承
り
、
専
ら
守
成
に
其
の
カ
を
用
ひ
た
る
時
代
で
ゐ
つ

τ、
特
に
注
目
す
る
に
足
る

『岬細一千年史』四回七頁以下。1) 
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程

ω治
績
を
遣
さ
守
し
て
寛
政
六
年
に
残
L
、
翌
七
年
(
西
岡
山
一
七
九
五
年
)
嫡
孫
術
混
王
統
を
嗣
ぎ
、
先
例
に
よ

h
τ
閑
人
年
我
が
困
じ
は
謝
川
品
使
h
z
叉
十
年
に
は
支
那
仁
請
封
艇
を
詮
b
、
同
十
二
年
仁
冊
封
を
受
け
た
、
拘
例
温

の
治
世
に
於
て
特
に
控
H
す
吋
ラ
事
蹟
は
、
従
来
動
も
す
れ
ば
之
が
録
的
に
人
材
砂
一
逸
す
る
の
虞
れ
あ
り
!
階
級

制
度
的
弊
を
打
破
し
て
、
数
育
の
奨
胤
E
人
才

ω
盤
加
に
専
ら
意
を
周
ひ
、
首
里
城
下
に
は
閑
皐
を
、
叉
主
な
る

地
方
に
は
郷
皐
を
建
て
.
闘
苧
に
は
自
ら
「
が
邦
養
秀
』

ω額
を
書
し
て
之
を
掲
げ
し
め
、
別
に
『
岡
島
一
・
訓
士
子
融
」

な
る
も
の
を
作
り
、
中
に
「
今
よ

b
m役
名
門
E
寒
随
t
ι
T
論
暗
中
行
を
硫
み
皐
を
勤
め
同
家
の
震
め
に
謀
ダ
者

あ
ら
ば
、
布
衣

ω子
弟
吉
雄
も
我
熔
に
血
事
げ
て
之
を
用

οん
ご
す
、
倫
し
放
逸
に
し
て
閑
を
倫
み
明
訓
に
遵
は
F

る
者
は
、
貴
族
附
子
弟
正
雌
も
我
絡
に
唱
描
け
て
去
ら
し
め
ん
、
L
云
h
7
E
逓
よ
る
を
以
て
も
、
其
の
抱
負
的
一
蛸
を

知
zvこ
吉
が
出
来
る
、
然
る
に
惜

U
べ
し
在
位
傑
に
八
年
じ
し

τ享
和
二
年
十
九
臓
の
弱
齢
を
以

τ置
い
た
。
】

享
和
三
年
(
西
勝
一
人

O
三
年
)
向
渦
の
嫡
子
御
成
閥
歳
に
し
て
主
位
に
郎
き
し
も
同
年
病
の
第
め
に
残
し
、

向
川
畑
の
正
統
は
裁
に
絶
わ
た
る
を
以

τ、
文
化
元
年
(
西
暦
一
入

O
四
年
)
弟
品
川
瀬
王
統
を
嗣
ぎ
、
翌
二
年
支
那
に

詩
封
使
を
同
三
年
我
が
闘
に
謝
制
品
使
を
怠
っ
た
、
然
る
に
文
化
問
年
清
の
冊
封
使

ω概
家
後
向
調
は
不
治
の
病
に

胃
さ
れ
、
岡
政
を
親
ら
す
る
ニ
ご
能
は
F

b
し
よ
h
、
文
政
十
年
伎
を
降
騨
に
遺
ば
し
、
世
子
情
育
に
位
を
議
b

自
ら
は
隠
居
を
諦
ふ
た
、
術
調
的
治
世
中
文
政
四
年
及
び
同
五
年
に
は
和
蘭

ω商
船
那
覇
に
来
b
t
瓦
市
を
求

φ
、
同
十
年
に
は
叉
英
吉
利
の
商
般
的
渡
来
す
る
あ
り
、
爾
来
外
闘
般
の
往
来
次
第
に
頻
繁
己
な
り
、
柏
崎
め
に
図

第

緯

-
三
七

院
札
る
植
民
政
策
の
時
世
帯
品
・
琉
諌
O
慶
長
役
以
後

第
ニ
十
同
容

E 
i¥. 

説

苑
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苑

謀
れ
る
稿
民
政
策
山
崎
形
見
・
琉
珠
山
座
長
役
以
後

第
二
十
四
巻

設

五
λ 

第
= 
棋

バ.

内
は
騒
然
た
る
有
様
で
あ
っ
た
、
品
問
瀬
は
天
保
五
年
に
残
L
た
が
、
之
よ
b'
先
き
文
政
十
一
年
(
西
暦
一
八
二
八

年
)
に
術
育
は
既
に
王
位
に
郎
き
し
も
、
支
那
に
劃
し
て
は
父
の
隠
居
を
秘
し
て
之
を
告
げ

g
h
L鎮
め
に
、
英

の
冊
封
ey受
げ
た
の
は
天
保
九
年
の
こ
芭
で
ゐ
っ
た
、
骨
問
時
支
那
に
劃
す
る
進
買
は
四
年
一
貫
の
制
ぜ
な
っ
て
居

っ
た
が
、
天
保
十
一
年
に
従
来
の
如
〈
二
年
一
貫
に
改
め
ん
ニ

E
e
e
請
は
ん
が
錦
め
に
特
伎
を
減
退
す
る
こ
古
、

な
っ
た
、
之
は
縄
b
琉
球
自
己
の
利
盆
に
重
大
な
る
聞
係
を
有
す
る
の
み
で
な
く
、
延
て
躍
躍
の
刺
盆
に
も
影
響

を
及
ぼ
す
大
問
題
た
る
を
以

τ、
政
府
嘗
局
は
周
到
な
る
詑
意
を
使
者
に
奥
へ
て
、
極
力
其
山
希
望
を
貫
徹
せ

L

め
ん
こ
正
に
努
め
た
、
営
時
特
使
に
輿
へ
た
口
述
書
に
、
「
(
前
略
)
第
一
御
本
懐
不
被
縛
叶
、
掛
除
岡
御
外
聞
も

是
迄
之
線
不
柏
調
、

世
上
に
も
必
至
t
差
支
に
相
成
事
に

如
何
敷
、
叉
候
御
園
許
(
薩
刷
用
)
御
常
地
御
用
物
も
、

て
、
労
以
園
土
之
難
題
に
相
成
事
候
傑
・
件
之
趣
深
得
共
意
、
渡
唐
之
上
は
早
漣
御
刷
之
容
文
建
出
、
向
々
御
内

意
(
港
賄
)
等
申
上
御
願
詮
立
候
様
・
精
々
可
被
相
働
健
云
々
」
ぜ
あ
る
を
以

τも
、
如
何
に
二
年
一
貫
m
y制
を

熱
望
し
て
居
っ
た
か
h
y
n
T
晶
、
而
し

τ琉
球
の
此
の
陳
情
に
岨
到
し
で
は
島
津
氏
も
後
援
ヤ
奥
へ
て
居
っ
た
こ
ピ
は

想
像
す
る
に
難
〈
な
い
・
此
の
熱
心
な
る
運
動
は
柊
仁
功
を
奏
し
、
天
保
十
二
年
仁
清
闘
は
二
年
一
貨
の
制
を
許

す
に
至
っ
た
@

向
育
の
時
代
に
及
ん
で
は
外
岡
舶
の
渡
来
愈
な
多
き
を
加
へ
、
天
保
二
年
、
一
一
一
年
・
人
年
及
び
十
一
年
に
は
突

吉
利
商
般
の
来
る
あ
b
、
叉
弘
化
元
年
仁
は
傭
蘭
商
船
渡
来
し
て
通
商
を
諦
ふ
た
が
‘
琉
球
は
絶
海
の
一
小
島
に

『坤細一千年史』、豆大三頁。1) 
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過
ぎ

F
る
を
以
て
、
交
易
す
ぺ
苦
慮
物
無
L
t
の
理
由
の
下
に
之
を
桓
絶
し
た
‘
然
る
に
働
蘭
西
舶
は
宣
数
師
一

名
及
び
支
那
人
通
課
一
名
を
琉
球
に
残
し
て
去
っ
た
、
岡
三
年
備
蘭
西
般
再
び
那
覇
に
来
b
、
夜
で
英
吉
利
般
も

亦
渡
来
し
て
通
商
を
求
め
た
が
許
き
れ
な
か
っ
た
勉
め
じ
.

一
宣
滋
師
夫
妻
・
某
の
子
女
及
び
支
那
人
一
名
を
那

務
に
留
め
て
去
っ
た
、
周
年
三
度
働
蘭
商
船
渡
来
L
、
真
に
一
宣
殺
師
を
残
し

τ去
っ
た
、
彼
等
の
目
的
は
通
商

貿
易
仁
在
っ
た
が
察
易
に
之
を
許
さ
れ

5
0
し
ょ
h
、
宣
教
師
を
留
め
て
布
教
の
傍
ら
互
市
を
勧
誘
せ
し
め
た
、

然
る
に
琉
球
に
於
て
は
前
越
り
理
尚
宏
以
て
之
を
許
可
せ

g
bし
の
み
で
な
〈
、
布
敢
に
闘
し
で
も
亦
島
原
の
乱

以
後
薩
雌
ご
の
胸
係
を
厨
厳
し
て
、
宣
教
師
を
殆
左
監
禁
同
様
の
放
態
に
置
き
し
よ
b
・
彼
等
も
久
し
か
ら
や
'
L

て
琉
球
全
去
っ
た
、
術
育
は
三
十
五
歳

ω批
齢
を
以
て
残
L
、
嘉
氷
元
年
(
西
暦
一
八
四
人
年
)
衣
子
術
泰
王
位
を

継
「
こ
ど
、
な
っ
た
・
彼
は
琉
球
最
後
の
玉
で
ゐ
つ

τ.
廿
却
の
治
世
は
貨
に
披
測
曲
折
に
富
み
、
叫
却
に
従
来
植
民

的
保
謎
地
の
地
位
に
在
・
9
L琉
球
が
、
純
然
た
る
我
が
岡

ω植
民
地
正
な
h
、
次
で
三
度
其
の
性
質
金
製
じ
て
内

地
陶
磁
の
取
扱
ひ
を
受
〈
る
に
至
れ
る
事
蹟
は
、
我
が
楠
民
奥
の
研
究
に
興
味
ゐ
る
資
料
を
供
す
る
を
以
て
、
別

に
題
を
改
め
て
之
を
述
べ
よ
う
ご
思
ム
。

詑

宛

離
れ
る
植
民
政
策
白
崎
形
見
・
琉
埠
由
麗
h

証
役
以
後

第
二
十
四
巷

軍
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